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中小企業等エコエネルギー導入緊急支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、中東情勢によるエネルギー価格高騰といった、地政学的リスクの影響を受け

にくい経営体制を構築するため、事業実施主体が行う自家消費型エコエネルギー設備の導入

に要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付につ

いては、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）「事業実施主体」とは、大分県内に事業所を置く中小企業基本法（昭和３８年法律第１５

４号）第２条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第

１８５号）第３条第１項に規定する中小企業団体、常時使用する従業員の数が３００人以下

の医療法人・社会福祉法人・学校法人、常時使用する従業員の数が１００人以下の商工会・県

商工会連合会及び商工会議所、その主たる業種について中小企業基本法第２条各号に掲げる

従業員規模以下の特別な法律によって設立された組合又はその連合会・財団法人（一般・公

益）・社団法人（一般・公益）・特定非営利活動法人をいう。（ただし、暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力

団員と密接な関係を有する者、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接

客業務受託営業」を営む事業者（旅館業法第３条第１項に規定する許可を受け旅館業を営む

事業者（風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第２条第６項に規定する店舗型性

風俗特殊営業を営むものを除く）を除く）を営む者を除く。） 

（２）「エコエネルギー」とは、大分県エコエネルギー導入促進条例第２条に規定するエネルギ

ーのうち、別表１に定める設備により得られるものをいう。 

（３）「PPA（Power Purchase Agreement：電力購入契約）」とは、発電事業者が太陽光発電設

備を設置、所有及び維持管理し、当該設備から発電された電力を需要家に供給する事業モデ

ルをいう。なお、「オンサイト」とは、需要家が保有又は管理する敷地内に当該設備を設置

し、電力系統を介さないものをいう。 

 

（補助対象設備及び補助対象経費等） 

第３条 この補助金の交付の対象となる発電設備等は、別表１のとおりとする。 

２ この補助金の交付の対象となる経費は、別表２のとおりとする。 

３ この補助金の補助率等は、別表３のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 この補助金の申請は、補助金交付申請書（第１号様式）によるものとし、次に掲げる書

類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）誓約書（第４号様式。PPA の場合は第５号様式） 

（４）補助金還元誓約書（第６号様式）※PPA のみ 

（５）賃金増加率試算表（第７号様式）※賃上げ枠のみ 

（６）交付申請前１月分の賃金台帳の写し※賃上げ枠のみ 

（７）県税等の滞納がないことの証明書 

（発行後３ヶ月以内のもの。写し可。PPA の場合は、PPA 事業者及び需要家の双方のもの） 
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（８）申請者が分かる資料 

（法人登記簿（発行後３ヶ月以内のもの。写し可。個人事業主の場合は営業許可証・開業

届書・確定申告書の写し）及び申請者の概要・事業概要が分かるパンフレット） 

 （９）申請者の太陽光発電設備の設置に関する契約実績、又は PPA 事業者としての契約実績

を示すもの（例：契約書の写し）※PPA のみ 

（１０）交付申請額の参考となるもの（２社以上の見積書の写し等） 

（１１）導入予定設備の概要が分かる資料（仕様書・カタログの写し等） 

（１２）導入予定設備の設置図 

（設置場所の概略図、現況写真、主な設備（パネル、パワコン、蓄電池等）の配置や  

数量が分かるもの) 

（１３）その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金に係

る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除税額（補助対象経費に含まれ

る消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る

消費税等額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時におい

て当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（補助条件） 

第５条 この補助金の補助条件は、次のとおりとする。 

（１）  補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場

合は、変更承認申請書（第８号様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場   

合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）  この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完

了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。 

（５）  この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）は、

知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められて

いる財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間（大蔵省令

に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林

省令第１８号）に定められている処分制限期間）を経過している場合はこの限りでは

ないこと。 

（６）  財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従っ

て、その効率的運用を図ること。また、知事が必要と認めた場合は、取得後の利用状

況を報告すること。 

（７）  財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとすると   

き（大蔵省令に規定する耐用年数を経過している場合は除く。）は、あらかじめ知事

の承認を受けること。 

（８）  知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全

部又は一部を県に納付させることがあること。 

（９）  第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第１０条の規

定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかに

なったときは、これを補助金額から減額して報告すること。 



3 
 

（１０）第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第１１条    

の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該

補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減

額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入

控除税額確定報告書（第９号様式）により速やかに知事に報告するとともに、当該金

額を返還すること。 

（１１）申請者が本事業で設置する発電設備で発電した電力のうち、需要家が自家消費する

電力の環境価値を需要家自身に帰属させるものであること。 

（１２）法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出

削減効果について J-クレジット制度への登録は行わないこと。 

（１３）法定耐用年数期間満了までの間、補助対象設備を継続的に使用すること。 

（１４）再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく「事業計画策定

ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事

業を実施すること（ただし、専ら FIT の認定を受けた者に対するものを除く。）。特

に、次の（ア）～（ケ）をすべて遵守していることを確認すること。 

（ア）地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に

十分配慮して事業を実施するよう努めること。 

（イ）関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 

（ウ）防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。 

（エ） 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものではないこと。詳細は「再生

可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所につい

て」（資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネ

ルギー推進室）を参照のこと。 

（オ）設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 

（カ）接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出

力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力する

こと。 

（キ）防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、

適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 

（ク）補助対象設備を処分する際は、関係法令（大分県の条例を含む。）の規定を遵守する

こと。 

（ケ）１０ｋＷ以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保

険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 

（１５）その他、規則、募集概要及びこの要綱の定めに従うこと。 

２ 国または他の公的機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと。 

３ この補助金の軽微な変更の範囲は、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更 

（２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第６条 この補助金の交付決定通知は、補助金交付決定通知書（第１０号様式）により行うも

のとする。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第７条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書

を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 
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（補助金の交付方法） 

第８条 この補助金は、精算払の方法により交付する。 

 

（補助金の交付請求） 

第９条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、補

助金交付請求書（第１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 この補助金の実績報告は、実績報告書（第１２号様式）によるものとし、次に掲げる

書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又

は補助金の交付決定のあった日の属する年度の１月末日のいずれか早い期日までに知事に提

出しなければならない。 

 （１）事業実績書（第１３号様式） 

 （２）収支精算書（第１４号様式） 

 （３）賃金増加率計算表（第１５号様式）※賃上げ枠のみ 

 （４）実績報告前１月分の賃金台帳の写し※賃上げ枠のみ 

 （５）エコエネルギー設備の設置に関する契約書の写し 

（６）請求書の写し 

 （７）領収書の写し 

 （８）PPA の電力受給契約書の写し※PPA のみ  

 （９）事業の成果が確認できる書類 

（１０）完成写真 

（１１）検査調書の写し 

（１２）財産管理台帳（第１６号様式） 

（１３）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 この補助金の額の確定通知は、補助金の額の確定通知書（第１７号様式）により行

うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１２条 知事は、事業実施主体が規則第１５条又は次の各号のいずれかに該当する場合は、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）別表３に規定する賃上げ枠で交付決定を受けた者が、実績報告前の直近１ヶ月の給与・

賃金等（残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定

福利費や退職金は除く）の総支給額において、交付申請前の直近１ヶ月と比較して、１．５

％以上増加させなかったとき。 

 （２）交付決定を受けた者が、第４条第１項の規定により申請した定格出力又は定格容量を

満たす設備を導入しなかったとき。 

 

（書類の提出部数等） 

第１３条 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は１部とし、その様式及び提出期

限は、この要綱に定めるもののほか、別に知事が定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年度中小企業等エコエネルギー導入緊急支援事業費補助金から適用す

る。 
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別表１（第３条関係） 

設備名 

① 太陽光発電設備＋蓄電池（オンサイトPPAを含む） 

蓄電池とセットの導入であることが必須。太陽光パネルの定格出力の合計とパワーコンディショ

ナーの定格出力の合計のいずれか小さい方の値が10kW以上のものに限る。 

＜PPAの場合＞ 

（1）補助対象設備は、オンサイトPPAモデルによって導入されるもののみとし、次に掲げる要件の

全てを具備しなければならない。 

（a）停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。 

（b）需要家の使用電力量に見合った規模であること（過剰な規模にならないこと）。 

（c）未使用品であること。 

（2）PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分の9/10以上がサービス料金から

控除されるものであること。 

②コージェネレーション設備 

③ヒートポンプ  

 
別表２（第３条関係） 

費 目 対 象 対象外 

設計費 対象設備等の設置に係る設計に要する経費  

設備費 対象設備等の購入、製造等に要する経費 土地の取得及び賃借に係る費用、中古品

等 

工事費 補助事業の実施に必要な配電、配管等の工

事に要する経費 

建屋の建設及び改造費、既存構築物及び

設備の撤去費、土地造成、整地等 

※消費税及び地方消費税は対象外 

 

別表３（第３条関係） 

導入設備 区 分 補助率 補助上限額 要 件 

 

 

・太陽光 

発電設備 

＋ 

蓄電池 

通常枠 ３／４以内 １，０００万円  

 

 

 

賃上げ枠 ４／５以内 １，１４０万円 

実績報告前の直近１ヶ月の給与・賃金等（

残業代や賞与、各種手当、役員に支払った

給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福

利費や退職金は除く）の総支給額が、交付

申請前の直近１ヶ月と比較して、１．５％

以上増加していること。（※要件を満たさ

なかった場合は交付決定を取り消す。） 

 

・コージェ

ネ レ ー シ

ョン設備 

 

・ヒート

ポンプ 

通常枠 ３／４以内 １，５００万円  

賃上げ枠 ４／５以内 １，６９０万円 

実績報告前の直近１ヶ月の給与・賃金等

（残業代や賞与、各種手当、役員に支払っ

た給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定

福利費や退職金は除く）の総支給額が、交

付申請前の直近１ヶ月と比較して、１．５

％以上増加していること。（※要件を満た

さなかった場合は交付決定を取り消す。） 

※補助金額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。 


